
2 乳幼児健診 等  

（1）概要  

の 事業内容   

《母子健康手帳の交付〉   

市町村が、妊娠の届出を行った者に、妊娠、出産及び育児に関する記録等のための手帳を交付  

《乳幼児健診》 市町村が、1歳6ケ月（～2歳）、3歳（～4歳）の幼児に対し、身体発育状況等の健診を行うもの  

（※医療機関における委託実施も可能。（医療機関における実施率はおおむね1割程度））  

《保健指導》 市町村が、妊産婦や乳幼児の保護者に対し、妊娠・出産・育児に関する必要な指導を行うもの   

② 実施状況   

○ いずれについても、全市町村において実施  
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3 生後4か月までの全戸訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業）  
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4 育児支援家庭訪問事業（養育支援訪問事業）  
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5 一時保育（一時預かり）事業  
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6 子育て短期支援事業（短期入所生活援助（ショートステイ）事業／夜間養護等（トワイライトステイ）事業）  

（1）概要  

の サービス・給付内容   

〈短期入所生活援助（ショートステイ）事業》  

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となった場合等に、児童養護施  
設など保護を適切に行うことができる施設において養育・保護を行う（原則として7日以内）。  

《夜間養護等（トワイライトステイ）事業》  

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり児童の養育が困難となった場合等の緊急  
の場合に、児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設において児童を預かるもの。宿泊可。  

宣、実施状混   
《短期入所生活援助（ショートステイ）事業》511箇所  

《夜間養護等（トワイライト）事業》 236箇所  （H18年度実績ベース）  

（3）基盤整備  

荘」基盤＿整備に関する枠組み  

市町村が次世代育成支援法に基づく地域行動計画において、計画期間（5年間）の取組を記載   

児童養護施設等の本体整備に伴い、子育て短期支援事業のための居室を整備する場合に加算として補助を実施。   
《国庫補助対象》都道府県等・社会福祉法人・日本赤十字社■公益法人  

《国庫補助単価》 児童養護施設に専用居室を整備する場合1人当たり 約90万円を施設整備費に加算   

《費用負担》 定額国1／2相当、都道府県等1／2相当（都道府県等が設置する場合）   



（6）サービスの質の確保に関する仕組み  

㈹ 実施場所   

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等住民に身近であって、適切に保護することができる施設で実   

施すること。  
② その他   

夜間養護等（トワイライトステイ）事業について、児童等の安全性の確保等のため、保育所や学校、居宅等への児童の   
送迎に努めること。   



7 地域子育て支援拠点事業  

（3）基盤整備  

① 基盤整備に関する枠組み   

市町村が次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画において、計画期間（5年間）の取組を記載  

次世代育成支援対策施設整備交付金による補助有り   

《国庫補助対象》 市町村（市町村自ら設置主体となる場合に限る）   

《国庫補助単価》 約600万円（事業費ベース約1200万円）   

《費用負担》 国1／2相当、市町村1／2相当  
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8 ファミリー・サポートセンター事業  
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9 児童館事業  

（3）基盤整備  

郵 基盤整備lこ関する枠組み   

特になし  

② 施設整備手甫助  

児童厚生施設等整備車（児童育成事業）による施設整備補助有り  

《国庫補助対象》 市町村・社会福祉法人・公益法人（※株式会社、NPO法人は対象外）  

《国庫補助単価》 創設の場合：小型児童館3，509万円、児童センター5，084万円（H20年度予算案ベース）  

《費用負担割合》 事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3  
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10 社会的養護  

（1）概要  

j．≡ 措置内容  

虐待等により家庭で生活することができない要保護児童について、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設  
若しくは児童自立支援施設へ入所又は里親へ委託して養育するもの。   

※ 今回の児童福祉法等改正において、上記に加え、小規模住居型児童養育事業を委託先に追加  

豊L実施状況  
・実施箇所数：乳児院120カ所、児童養護施設559カ所、情緒障害児短期治療施設31カ所、児童自立支援施設58力所  

委託里親数 2，453人 （施設数は平成18年10月1日現在、委託里親数は平成18年度末現在）  
・措置・委託児童数：乳児院3，143人、児童養護施設30，764人、情緒障害児短期治療施設1，131人、児童自立支援施設1，836人  

里親委託児童数 3，424人 （施設は平成18年10月1日現在、里親委託児童数は平成18年度末現在）  

（3）基盤整備  

現行は明確な規定はない。なお、都道府県によっては次世代育成支援推進法に基づく都道府県地域行動計画に社会  
的養護に関する整備について定めている場合もある。   

※今回の児童福祉法等改正において、次世代育成支援推進法に都道府県地域行動計画の記載事項として社会  
的養護を明確化。  

②施設整備過助  

施設整備補助有り。（※次世代育成支援施設整備交付金（いわゆる「ハード交付金」））  
《国庫補助対象》都道府県等・社会福祉法人・日本赤十字社一公益法人  

《国庫補助単価》 定員60名の児童養護施設を整備する場合1施設当たり約1億5000万円（国負担分）  
《費用負担》定額国1／2相当、都道府県等1／2相当（都道府県等が設置する場合）  

定額国1／2相当、都道府県等1／4相当、設置者1／4相当（上記以外）   



（6）質の確保に関する仕組み  

¶ 人」鄭塾直江児童福祉 設最低基準」lこよる主な基準）  

（児童養護施設の場合）  

児童指導員、嘱託医、保育士、栄養士、調理員を配置  
【3歳児未満 2人：保育士又は児童指導員1人／3歳児以上の幼児（小学校就学前）4人：保育士又は児童指導員  

1人／少年（小学校就学以降）6人：保育士又は児童指導員1人】   

丑施設設凰廷児童福 最低基準」lこよる主な基準）  

（児童養護施設の場合）  

居室（3．3平方m以上／人）・調理室■浴室・便所  

医務室、静養室（30人以上定員施設のみ）   

※ 今回の児童福祉法等改正において施設内虐待（被措置児童等虐待）の防止のための措置を規定。  
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国  
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